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特別損失発生のおそれに関するお知らせ 

 

 

 過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より当該工事施工における瑕

疵が指摘され、本日付で、当社に対して修補費用の請求があり、特別損失が発生するおそれがあるため下

記のとおりお知らせいたします。 

  

記 

 
１．事実の概要 
   当社は、平成 18 年 6 月 9日に東京都水道局より「町田市相原町 2781 番地先から同市相原町 

  706 番地先間送水管（1500 ㎜）用立抗築造工事（以下、「本件立抗築造工事」といいます。）」を 

  受注し、平成 22 年 1 月に工事を完工し、東京都水道局に納入いたしました。 

   一方、東京都水道局は、本件立抗築造工事に引き続く送水管敷設工事を他社に発注いたしまし 

た。 

 当該工事を受注した他社が、送水管敷設工事をシールド工法（シールド・マシンにて地中を掘 

削する工法）により施工すべく、立抗内よりシールド・マシンを発進させ、立抗のコンクリート 

面を掘削したところ、シールド・マシンの掘削用ビットが損傷（以下、「本件事故」といいます。） 

したため、当該時点でシールド・マシンによる掘削を中止し、状況を確認したところコンクリー 

ト内に鉄筋が若干存在していたため、東京都水道局より、当社が行った本件立抗築造工事の施工 

に瑕疵があったと指摘を受けたものであります。 

 

２．当社の見解 

   当社といたしましては、本件事故の発生以来、今日に至るまで、本件事故の解決方法について、 

  東京都水道局と協議を重ね、各種提案を行ってまいりました。 

   しかしながら、東京都水道局には当社提案の解決方法が採用されず、東京都水道局にて策定の 

解決方法（凍結工法）にて本件事故に対処することが決定され、それに要する費用は、全て当社 

が負担すべきものであるとの東京都水道局の主張から、このたび、当社に対して2億 2720万 9500

円（休業補償費を含む）の請求がなされたものであります。 

 この請求に対する当社の見解は以下のとおりであります。 

①コンクリート内に数本の鉄筋（長さ 50～60cm 位）が残置されていたことは事実である。 

 

②しかしながら、本件事故に対して当社が提案した工法による解決策が採用されず、また、東京 

都水道局において決定した工法である凍結工法を採用した場合であっても、当社に修補する機 

会が与えられれば、東京都水道局の積算金額よりはるかに低い費用で工事施工が可能であった。 
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③また、残置されていた鉄筋は軟鉄筋であり金鋸を用いて人力で容易に切断できる程度の固さで 

あり、残置鉄筋の存在のみに、シールド・マシンのビットの損傷原因を求めるのは不適当であ

る。 

 

  ④シールド・マシンのビットに関して、位置的に鉄筋に接触することがない中心部にあるビット 

が損傷していた事実から推察すると、そもそも、シールド・マシンのビット損傷原因は、鉄筋 

が存在していた場所に到達する前に 60cm もの厚さのコンクリートをシールド・マシンで掘削 

したことに主たる原因があると考える。 

   

  以上が当社見解の概要であります。 

 

３．今後の見通し 

   当社は、本件事故の解決方法について、これまで東京都水道局と協議を重ねてまいりました。 

   しかしながら、当社主張が水道局に受け入れられず、今回、東京都水道局より一方的に本件事 

  故に対する損害賠償として、当社に対して請求がなされたものであります。 

   当社といたしましては、前述の「当社の見解」に述べましたように、本件事故の原因の全てを 

当社に求めることは極めて不適当と考えており、現在、弁護士を交えて対応策を検討中であり、 

建設業法に定める建設工事紛争審査会による調停等を含め第三者機関による判断を仰ぐことも 

視野に入れて検討を進めております。 

   また、当社は、本件事故に対する修補費用として、前期において 2000 万円の費用を計上し、 

また、当該工事施工に関して加入していた工事保険から拠出予定の保険金 2000 万円を加えた 

4000 万円を修補費用として準備しておりました。 

 しかしながら、今回、東京都水道局より請求を受けた金額は 2億 2720 万 9500 円であり、当社 

が修補費用として想定していた金額とは大きな隔たりがあるため、今後も、本件に関して、東京 

都水道局と折衝を進めていく予定であります。 

   従いまして、本件事故に関して当社が負担する費用は、現時点では不明であるため、当該金額につ 

きましては、金額が明確になり次第、別途、速やかに開示いたします。 

   株主の皆様には大変なご心配をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、当社といたしましても、本 

件に関しましては、全力を上げて対処していく所存でございますので、何卒、ご理解を賜りますよう 

お願い申しあげます。 

 

以上 

 


